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菅沼 友子  Tomoko Suganuma　
当会会長

加藤 陽子  Yoko Kato
東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は日本近代政治史。
1989年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。同年から山梨大学教育学部、94年から東京大学文学部で教え、現在にいたる。
著書に『模索する1930年代　日米関係と陸軍中堅層』（山川出版社）、『徴兵制と近代日本』（吉川弘文館）、『満州事変から日中戦争へ』（岩波書店）、『それでも、日本人は
「戦争」を選んだ』（朝日出版社）、『昭和天皇と戦争の世紀』（講談社）、『天皇と軍隊の近代史』（勁草書房）、『歴史の本棚』（毎日新聞出版）、編著に『天皇はいかに受け継
がれたか』（績文堂出版）、共著に『学問と政治』（岩波書店）がある。2022年から歴史学研究会委員長を務める。

菅沼友子会
長 加藤陽子氏

今年の会長対談のゲストは、歴史学者の加藤陽子教授です。大学時代を共に過ごし、その後、

歴史家と法律実務家というそれぞれの道を歩んできた2人の女性。実際に会うのは久しぶりということでしたが、

大学時代の思い出話からジェンダー問題、ベストセラーの裏話、学術会議の任命拒否問題、公文書の重要性など、話は尽きることなく、

あっという間に時間が過ぎました。歴史家と法律実務家の営みに共通するもの、そして、それぞれの使命とは。

会長対談
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か、国籍法を変えなくてはいけないとか、そうい
う具体的な法律改正の議論になってからは、法学
部の学生などは女性差別撤廃条約に対して考える
取り組みがあったような気がしますが、そのころ
というのは本当にまだまだ知られること自体が大
事みたいな時でしたよね。

加 藤 そうです。だから、『女性のいない民主主義』
（岩波新書、2019年）という本で前田健太郎さん
が書かれたように、介護とかケア、ケアという言
葉はその頃はまだなかったですが、男性がほとん
ど半永久的雇用で、妻が家庭のケアをするという
ことが当然だったので、就職差別や、女性は25歳
で辞めなければいけないというのがだめなんだよ
というような、まだまだそのレベルの啓蒙をしな
ければならない時代だったような気がしますね。

菅 沼 そうですよね。
加 藤 企業、男性の永久雇用というか、そこが前

提になる介護。だから政治という、政治学の中で
女性がいないということが通説的に語られる違和
感が自覚されたのは1990年代半ばだから、まだ
まだですね。その10年以上前の話でした。

菅 沼 条約批准のためには、労働に関しても法律
をつくらなくてはいけないというので、男女雇用
機会均等法の成立に向けた議論も始まって、その
ころから私は女性労働に結構関心を持つように
なって、具体的に弁護士を目指したいと考えるよ
うになったので。

加 藤 法学部で研究者の道ではなくて、やっぱり
弁護士？

菅 沼 そうですね。研究者は考えたことはなかっ
たわけではないですが、あんまり勉強に向かない
なというのが、勉強をしている中で分かってきた
のと、いろいろな人権課題に取り組んでいる弁護
士さんとか当事者の方とお話をする機会があった
りして。それで当時の女性労働なんて本当に、何
というか、平等という文字はないという、そうい
う時代の中で、裁判を起こすこと自体が、女だて
らに何やっているという空気感の中で、女性の弁
護士さんがまだ本当に少ない中で弁護をやってい
るようなお話を聞いて、こういうようなことに関
われたらいいなと思いました。もともと動機がそ

■ はじめに  ～二人の出会いから

菅 沼 私の記憶に基づいていくと、実は生年は同
じねずみ年なのですが、私は1年浪人しているの
で、加藤さんの方が1年先輩。

加 藤 そうでしたね。
菅 沼 学部は違うのですが、駒場ではいろいろな

ことで接する機会があって。
加 藤 ええ。特に女子学生はね。
菅 沼 あの大学では少なかったですからね。それ

でいろいろ接する機会がありました。私は当時か
ら女性差別の問題に関心がないわけではなかった
のですが、加藤さんが婦人論ゼミをやっておられ
て、その関係で女性差別撤廃条約に関しての企画
を駒場祭でやるということになって、それに関わ
らせてもらったという、そんな記憶です。女性差
別撤廃条約は1979年採択ですよね。

加 藤 国連でということで、まだまだ日本では女
子差別撤廃というより、駒場では、まずはインフ
ラが大事でしたよね。例えば体育の前に女性が着
替えるロッカールームがないとか、お手洗いの数
が少ないとかね。

菅 沼 そう、そう。
加 藤 そのインフラ整備をやる中で婦人論ゼミが

あり、駒場がある種、先進的な試みで自主ゼミで
大学の費用で呼びたい先生を呼んでくれる。それ
で、じゃあ、米田佐代子さんを呼ぼうということ
で呼んでみたら、男子学生が半分ぐらいゼミに出
てくれて。米田さんというと、例えばこういう山
川菊栄を読みましょうとか、いろいろ限定はある
かと思いきや、ゼミに出てきた男子学生さんが、
じゃあ、ベーベルの『婦人論』とかボーヴォワー
ルの女性論とか、オーソドックスなところから読
もうと言ったら、そういう読書会を普通に許して
くれてリードしてくれて、すごくいい雰囲気で、
合宿までやりました。そうした流れで、女子差別
撤廃条約の駒場祭企画というのがあったのだと思
います。

菅 沼 まだまだ本当に知られていなかったと思い
ますね。日本も批准するために、例えば家庭科が
女子学生だけというのを変えなくてはいけないと
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んな感じだったので、弁護士になってから女性関
係のことは意識的にやっていました。仕事はいわ
ゆる何でもやるマチ弁で、家族の問題とか、いろ
いろな一般民事を何でもやるという感じでした
が、その中でも、女性の問題は結構やっていて、
今言った女性労働の問題や、賃金差別もやりまし
たし、産休とか産休後の育児期間をとったために
ボーナスが全然支払われなかった案件の事件であ
るとか、あとは非常勤の地方公務員の方の賃金差
別の事件というのもありました。

加 藤 労働関係だと、賃金というところをやると、
今の男女共同参画というような、ちょっと言葉の
入り口に問題があるかもしれないけれども、乗り
やすい、関連しやすい問題をまずきちっと捉えた
というところが大きいかな。

菅 沼 そうですね。

■ 弁護士会・大学におけるジェンダー問題

加 藤 私は1994年に東大に戻ったのですが、そ
の後2002年から総長補佐なども務めた縁でハラ
スメント防止委員会に関わることになって、
2003年にセクシュアルハラスメントに関する学
内のアンケート調査を行いました。当時、東大の
女子学生たちが自己紹介のときに「東京大学」と
言わずに「東京の大学です」と言っていたような
大学での実態調査だったわけですが、セクシュア
ルというよりはアカデミックという側面が大きい
ということと、むしろ教授など上位者によるとい
うよりは、同級生を含めて、今現在実態として20
年たっても何ら変わっていない問題があるという
のは把握されていました。歴研の有志らが作った

『アカデミズムとジェンダー』という本は私自身
が関わったものではありませんが、西洋史学、東
洋史学、日本史学、歴史学関係の人文の女性研究
者の地位について調査しますと、悩みが現在とほ
とんど変わらないのです。

菅 沼 加藤さんは、この6月に（2022年6月）、歴
史学研究会の女性で初めての委員長になりました
よね。

加 藤 そうです。歴史学研究会は1932年に発足
して今年で創立90周年なのですが、以前から年間
30人ぐらいずつ選ばれる委員のうち3~4割は女
性だったんです。けれども女性の委員長はこれま
で一度も出ていませんでした。委員長は週に一度
夕方6時から4時間くらい続く会議に出なければな
らないとか、ワークライフバランスがあまりにも
劣悪だったということと、私の研究室よりもっと
ひどいようなところに30~40人詰め込まれて会
議をやるというような、そういう会議を2週間に1
回開催しなければいけないということで、無理だ
という感覚が多かったと思います。でも今はオン
ライン会議で、フライパンを握りながらできるよ
ね、子供をあやしながらできるよねという、この
オンラインという流れと、私が選ばれたというの
は無縁ではないと思います。あと、歴史学という
リベラルな歴研の中でさえ、実は部会レベルでは
ハラスメントがありましたよねといろいろなこと
が分かってきたので、機運が上向いたのではない
でしょうか。

菅 沼 そういう少数者のところの声もくみ上げて
くれるのではないかという、そういうような期待
もあるのではないでしょうか。

加 藤 少数者というよりは、アンコンシャスハラ
スメントってありますよね。

菅 沼 はい。
加 藤 おそらく、そのアンコンシャスハラスメン

トというものが、学会ではこの10年でようやく分
かってきたのかなという印象です。夕方6時から
の委員会でも、「いやいや、論文査読という大事
なことをするならば、これは公正さを期すための
会議なら長く時間がかかっても仕方がないんだ」
と、これでずっと長時間会議のスタイルで来てい
ました。ここがやっぱりだめだよという、いろい
ろ工夫をすることで、つまり私が音を上げるよう
なワークライフバランスではだめなんだというこ
とをちょっと理解してくれたのだと思います。

菅 沼 それは弁護士会も同じようなもので、理事
者のような政策決定の機関に女性がいるのは大事
ですが、やっぱり従来のようなやり方だとすごく
負担をかけることになってしまいます。そういう
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中で本当に環境も整えていかなくてはいけないの
で、今のオンラインの活用とか、いろいろな会議
の効率的な運用とか、そういうこともしっかりと
考えていかないといけないと意識され始めていま
す。先ほどの話の中で、実態として20年たっても
変わっていない問題があるということでしたが、
どうして変わっていないのでしょうか。

加 藤 歴研の月報の委員長就任あいさつでも書い
たのですが、伊藤野枝が『乞食の名誉』という小
説（1920年）の中で書いた「女性は“多くの不覚
な違算”に囲まれている」という一文があります。

「多くの不覚な違算」、例えば、重要なプレゼンの
前に子供が熱を出すとか親が入院するという、こ
の想定外の出来事つまり「違算」の弾が当たるの
は多くの場合女性であるということです。家父長
制的なあり方とか戦前期ならともかく、伊藤野枝
の小説から100年たった現在でもその状況は変
わっていません。なぜかと考えたときに、1980
年代までの日本の高度成長をどういう家族と社会
が支えたかというと、「男性が外で働き長時間労
働をして、女性は家庭でそれを支える」という企
業福祉型社会です。そして企業が年金を男性に払
い、その男性も55歳ぐらいで辞めて65歳ぐらい
で亡くなると。そのように、企業が社会福祉を担っ

ていたわけです。つまり、世界2位とまでいわれ
た経済成長を支えた家族というのが、実は、明治
から戦中までの家族よりも更に女性を家に押し込
めるモデルになっていたのです。子育てと、両親
が4人いたら4人、その全ての介護を個人の問題と
して処理してきました。非商品化、つまりなかな
か商品化されない家事労働を100年来にもわたっ
て家庭内の女性に担わせてきたわけです。企業の
調子がいいからといって、その仕組みを温存して
きてしまったことがまだ響いているんだと思いま
す。
　今また違う形で、非正規の女性がコロナ禍で
あっという間に放り出されて、ということがいわ
れています。これは1990年代の行政機構改革以
降の新しい国のかたち、新自由主義を打ち出した
橋本龍太郎政権のときに、京都大学の佐藤幸治先
生が行政改革会議の最終リポートを書きましたよ
ね。その中で書いていたのは、この国のかたちと
いうのは憲法だと。日本人というのは今まで戦後
は行政の客体として、何か口を開けて待っていれ
ば、ヒナみたく餌がやって来る、そういう個人で
はなくて、自立した個人、その個人をこの国のか
たちとして持たなければいけないということを佐
藤幸治さんが、彼らはあの後起こったことを考え
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たら絶望したと思うのですが、1997年の最終報
告ではそういうことを書いていたんですよ。だか
ら1980年代までの理由と、2000年以降の理由と
いうのはそれぞれ違うけれども、女性が商品化さ
れない家庭内のケアを一手に引き受けさせられて
いる現状が、これが理由を違えても続いていれば、
女性はやっぱり生き延びるすべがないというか、
いろいろなタイミングのときに仕事を辞めるんで
すよ。国会議員の先生たちは、女性であっても、
代わりにケアをする人はいますよと。私なんかも
恵まれています。いざとなれば頼んでやってもら
えるわけです。でもそうできない方は仕事を失い
ますよね。だからこのいろいろな20年ごとにおけ
る理由は違っても、家庭内のケア、これが女性に
おおいかぶさっているという、ここが1つあると
思いますね。

■『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』

菅 沼 話は変わりますが、加藤さんといえば、『そ
れでも、日本人は「戦争」を選んだ』（朝日出版社、

2009年）という本がだいぶ売れましたよね。加
藤さんはあの高校生と考えるという企画は何で受
けたのですか。

加 藤 1つのきっかけは、ある学校の高校生が、
広島原爆か沖縄の戦争被害の語り部さんに対し
て、つまらないという態度を取ってしまったとい
うことがあって、それが話題になったことがあり
ました。そのときに私が思ったのは、もしかした
ら今、例えば古今亭志ん生とか噺家の話を聴いて、
落語の世界を想像できる子がいるかどうかといっ
たら、やっぱりすごく減っているだろうと。例え
ばもう年を取ってしまったひめゆりの語り部さん
が17~18歳の体験を語ったときに、自分事という、
私の問題、僕の問題というふうに想像を働かせて
聴ける子と聴けない子がたぶんいるだろうと思っ
たんです。これはその人の教育のバックグラウン
ドもあるし、特に私も、親戚の子などに新美南吉
さんの童話『手袋を買いに』など読み聞かせをす
ると、やっぱりすごく退屈そうにする子と、逆に、
声だけで聴いているのに目を輝かせて聴く子もい
て、つまりこれは聴く側の意識の問題だというこ
とで、「大事だから聴け」というのではだめだ、と

思ったんですね。授業
の間だけでも聴いても
らうために、例えば、
自分が 満 州移 民とし
て、その場にいて、関
東軍が逃げていったと
いうことが今、公報で
伝わってきましたと。
この瞬間、自分たちが
女、子供を連れてどう
逃げる？から始めて、
やはり自分事として考
えてもらうにはどうす
るかを工夫しなければ
いけない。その1つと
して、やっぱり為政者
の頭の中を想像してみ
ることをさせなければ
いけない。今までの平
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和教育や歴史学だと、
悲惨な戦争を語るとい
う悲惨さを詳述するわ
けですね。だけど「悲
惨だ。じゃあ、二度と
起こさない」ではたぶ
ん想像はつかない。何
で山縣有朋とか大山巌
は日露戦争をこれでや
めようと思えたのかな
とか、何で昭和天皇は
まだもう一勝利謀ろう
と思ったのかなとか、
それぞれ根拠があるわ
けです。根拠も、私の
根拠ではなくて、はい、
これは資料に出ていま
すというところを示す
と、「あ、やっぱり昭和
天皇は40歳。こういう判断をするんだ」というこ
とで腑に落ちるところで分かる子もいるだろう。
だから目がらんらんと、何でも分かっちゃう子が
3割。腑に落ちる子が3割。6割まで持ってきてお
けば、ある種野球のゲームも少し面白いゲームが
できるかなという、そのもくろみはありましたね。
　歴史家は自分は歴史が好きだから面白いと思う
から、難しいことを書いちゃうんですよ。法律家
が法律書を書いて、なかなか分かることを書いて
くださるのは難しいのと同じかもしれない。でも
それをやっちゃだめだということを想像できたの
で、ちょっと変な本を書いてみようと思ったとい
うのが理由ですね。

菅 沼 そういうことだったんですね。それで実際
やってみてどうだったんですか。

加 藤 やっぱり想像を超えましたね。途中でみん
なが笑っちゃったのは、栄光学園は、変わった子
がやっぱり多いので（笑）。「イギリスはどうすべ
きでしたか」と質問したら、「第一次大戦で負け
ておくべきでした」とか、想像の斜め上を行く答
えが出てきたりして。普通に期待している答えを
言ってくれないので、言わせるまでがんばる、み

たいな（笑）。
菅 沼 それでいろいろな子に当てて。
加 藤 はい、やっていましたね。
菅 沼 なるほど。そういう中で、あ、こういう視

点もあるんだとか、何かそういう気付きというか、
面白いなという答えもありましたか。

加 藤 はい、ありました。いっぱいありました。
菅 沼 あれは結構評判になって、売れましたよね。
加 藤 はい。かなり売れました。文庫とか合わせ

るとたぶん50万部くらい売れたと思います。だか
らやっぱり変わった方が変わったことをやってい
るという世界がようやく読んでいただけたと思い
ます。

菅 沼 当初狙いにした「大事なことだから」では
なくて、為政者の立場になって考えてというよう
な投げかけがよかったのでしょうか。

加 藤 私がこういうのを準備していたころ、小林
よしのりさんの『戦争論』（幻冬舎、1998年）と
か『新戦争論』（同、2015年）とか『昭和天皇論』

（同、2010年）とかが一世を風靡していたんです
ね。それで私がひそかに謀ったのは、そういう本
を買っている人が間違って私の本を買ってくれな
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いかな、ということでした（笑）。読むと、なん
か「あれ？　昭和天皇とか山縣も出てくるな」と
かいって、間違って買っちゃったかな、という、
そういうのは考えました。

菅 沼 間違って買ったんだけれど、よく見ると歴
史的にはこういう事実だったんだみたいなふう
に。

加 藤 そう。3割ぐらいは、ちょっとネットには
まりそうな、今でいえば、SNSとか読んでネトウ
ヨになりました、みたいな、そういう方をずいぶ
ん引き戻せたかもしれません。

菅 沼 その効果は私、聞きました。いわゆる右翼
的といわれている人が、加藤陽子さんのことをす
ごく評価しているという、それで加藤陽子さんの
本を読んでいるという話を聞いたことがありま
す。

加 藤 こっちも見てねという。
菅 沼 やっぱり視点を変えて、違う角度から眺め

てみるというのはすごく大事なことですよね。
加 藤 ええ。ありがたかったです。
菅 沼 実はこれ、すごく聞きたかったことなんで

す。ありがとうございます。

■ 学術会議の任命拒否問題

菅 沼 やはり加藤さんといえば、学術会議の話は
外せませんね。

加 藤 2020年10月に任命拒否された一人が私
だったときに、第二東京弁護士会が会長声明を出
してくださいました。その会長声明が、学術会議
の職務の独立や1983年の法改正の経緯を振り
返ってくださる、すごく内容の深い抗議声明を出
してくださったということで、大変ありがたかっ
たです。ありがとうございました。

菅 沼 弁護士会というのは強制加入団体で、思想
信条的にはいろいろな方がいるわけです。そうい
う中で弁護士会として意見を表明するにあたって
は、あくまでも法律の専門家として、法律家の立
場として、この問題についてどういうことを社会
に発信していくべきだろうかという、そういう観

点から意見を言うことを一番大事にしています。
この学術会議の任命拒否のときの岡田会長も同じ
ように考えて、日本学術会議法の規定にのっとっ
て、この任命のあり方について、法文がどうなっ
ていて、改正の経緯がどうであったか、という法
律の解釈に重点を置いた声明を出しました。立法
府である国会に対して政府が説明したことについ
ては、当然政府としてその責任を負わなければい
けないし、それを政府が勝手に変えてしまうとい
うことは、立法府の権限を反故にするというか、
法律を勝手に変えてしまうことと実質的には同じ
だろうと、それは三権分立にも悖るという、そう
いった点に重点を置いた内容になっています。

加 藤 だから骨格がしっかりしているのですね。
私は任命拒否された当事者であるとともに一人の
歴史家なので、法改正の際の審議経過などにも触
れられていることで、単に違法であるといって語
気を強める声明と違って非常に説得力があると思
いました。

菅 沼 『学問と政治　学術会議任命拒否問題とは
何か』（岩波新書、2022年）の中で、学術会議が
どのようなことをやってきたのかということをい
ろいろ加藤さんの論考の中で書いていらっしゃっ
たと思うのですが、学術会議の2017年の幹事会
の声明ですかね。

加 藤 はい。「軍事的安全保障研究に関する声明」
（2017年3月24日）ですね。

菅 沼 その声明が出される過程でどのような議論
がされたかというのをいろいろ書いておられて、
学問という、研究者という、そこの立場を一歩も
譲らずに、研究という立場から見て、防衛装備庁
の研究推進制度に乗るのがどうなのかというの
を、軸足を決してぶらさずに意見を言われていた
と。

加 藤 そうですね、はい。
菅 沼 それが、図らずも時の政府から見たら面白

くないというふうになったのかもしれないです
が、その声明の言っていることはあくまで研究者
の立場から学問を維持発展させていくためにはど
ういうことが必要なのかということで言っていま
した。私としては、あ、弁護士会のスタンスも同
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じだな、とすごく思って、励まされたところがあ
りました。やっぱり弁護士会も時として、あんな
政治的なことに口を出して、というふうなことを
言われることがあるんですけれども、弁護士会が
言っていることというのは、基本的には法律専門
家として、法律の立場からものを言う。そうする
と時の政府からすると、あんまり面白くないよう
なことになるのかもしれない。けれども、やっぱ
り法律専門家としては、法的に見たらこういう問
題がありますよということを言っていくのは大事
なことだし、日本学術会議がやろうとしたことも
そういうことなんだろうと思います。そういう活
動に対してああいう任命拒否のような問題が起
こったのだとしたら、やはりそれは本当に由々し
きことだと改めて思いました。

加 藤 本当にそうだと思います。私と一緒に任命
拒否された宇野重規さん（政治学者）は、忖度に
乗ってはいけないからと、何で拒否されたんです
かと聞かれたときにも絶対答えなくて、ほとんど
コメントせずに声明文を出しました。そのスタン
ス。政治学者としてはそれが一番正しいのでしょ
う。ただ、私のような歴史学者としては、「為政
者が考えることを考える」ということを普段から
しているので、「菅さんは何を当時見ていたのか

な」とか、そういうふうに思ったんですね。だか
ら歴史学者としては、自分のことではあるけれど
も、将来的には学問対象になると思っています。

■ 歴史的な視点の必要性

菅 沼 特に今いろいろ、本当に国際情勢も難しい
し、日本の状況も難しいし、そういう中で、何か
私たちが今の世界あるいは日本、あるいは社会を
考える際にヒントになるような歴史的な視点みた
いなのがあれば、いろいろ教えていただけると。

加 藤 歴史家なんていうと、100年前のこととか
平気で1930年代だとか言うので、歴研が90年目
でなんて言っちゃうんですね。だけど先ほど第二
東京弁護士会の岡田先生の声明の中で、1983年
の審議経過ということを声明の中に入れてくだ
さっていましたが、このとき政府が確か参議院と
か衆議院の予算委員会とか何かの委員会のとき
に、「昭和58年などの古い時代の記録ですから」
とか、何か古い時代の答弁は法制局は関与しなく
てもいいかのような答弁をしていました。この間
大きな民法の改正もありましたが、悪くない法は
何年前の法でも生きているという前提で対応して
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いいのですか。例えば非常に古い答弁だけれども、
その後特に国会で否定されたり解釈が変更された
りしたことがないとしたら、やっぱりそれは維持
されているものだという判断でいいのですか。

菅 沼 そうだと思いますけれどもね。
加 藤 そうですよね。
菅 沼 それこそ安保法制が問題になったときに

も、これまで歴代の政府が集団自衛権について国
会でどういう答弁をしてきていたのか、というの
が当然参照されました。その政府答弁から解釈を
変えるのかと。

加 藤 それで砂川事件判決での使い方とか。
菅 沼 ええ、そうです。
加 藤 学術会議の任命拒否問題で政府が持ち出し

た憲法15条1項。あの学術会議の事務局が作った
文書に対する法制局のお答えも、あれは3カ月、
答えを出すのに時間がかかっているから、やっぱ
り上まで通したよねというのが見え見えなんです
けれども、何というか、学生さんですか？みたい
な解釈が多い気もしますがね。

菅 沼 そうですよね。
加 藤 ただ拾ってくる人によっては、じゃあ、こ

の15条1項でいってみようというようなことはあ
り得ることなんですかね。

菅 沼 どうですかね。内閣法制局の従前のあり方
からいくと、そういうことはなかったはずなのが、

ひところから内閣法制局の人事は、かなり改変さ
れましたからね。

加 藤 そうでしたよね。
菅 沼 その影響はあるのかもしれません。そうで

ないと、せっかく国会でしっかり指摘して質問し
て政府答弁を引き出して、とやっていくことの意
味がなくなります。

加 藤 そうですよね。だからやっぱり解釈を変え
るならば、立法府なりがきちんとやらなければい
けないし、ただ私、思うのは、例えば内閣府とい
うところに、つまり首相の権限という、閣議を開
催する権限のようなのも含め、首相の権限という
のがすごく強まったのが1998年とか1999年の行
政改革だったわけですね。今回、学術会議の問題
で調べて初めて知ったのですが、最近よく「何々
担当特命大臣」というのがありますよね。こうい
う、省庁をまたぐような業務、つまり「内閣府の
活動のうち内閣の補助や省庁間の総合調整等、一
般の省より一段高いレベルから行われる業務」は、
行政評価の対象外とされていて、レビューされる
ことがないんです。それを聞いて、私が「えっ？」
と思ったのは、例えば総合科学技術イノベーショ
ン会議（CSTI）というのがありますね。そのCS 
TIというところで決めた数百億円レベルのいろい
ろな事業は、事業仕分のレビュー対象になってい
ません。学術会議は予算で順位を付けると必ず後
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でレビューにかかるわけですが、そういうレ
ビューにかからないことをやる人たちがいる空間
もあるのだというのを知って、私はちょっとびっ
くりしました。だからそのあたりに関連する法と
いうのは、解釈がどこで書き換えられているんで
しょうという話になるのですかね。

菅 沼 いや、そこのところはいろいろ法律を変え
ましたので、たぶん国会での議論の対象ではあっ
たと思います。ただ法律も、あのときはすごくい
ろいろな制度が変わりましたので、最近のデジタ
ル法案の関係もそうでしたが、いろいろな法律が
たくさんあって、準備する方も漏れがたくさん
あって、一度引っ込めざるを得なかったとか何か
そのようなことがあったのではないですか。

加 藤 はい。
菅 沼 そういうような中で、どれぐらいしっかり

と、しかも膨大な数の法案なので、審議期間が十
分に確保ができていないとか、たぶんそこら辺の
問題があるのかなと思います。

加 藤 5年後見直しというので全部含んだ上での
法律があまりに多過ぎて、その見直しも適正では
ないのかなと。共謀罪についても、松宮孝明先生
も、これは非常にずさんな法案なんだよというこ
とをどこかでコメントしていらっしゃったと思い
ますが、今の国会、膨大な法律案、包括的に出す
ので、誰も何も執筆担当者以外は分かっていない
状態の法ができている様子など、何か1930年代
の国家総動員法の審議と同じ感じがしますね。
　あれは1937年、1938年で、何で通っちゃった
かというと、あれはずるいんですよ。今、目の前
にある日中戦争については発動しないと約束して、
全部だーっと通したのです。しかし実際は、各法
律の何法は、何項は適用して、とやっていって、
発動してしまったのです。だからめちゃくちゃな
ことが起きました。もちろん当時は輸出入という
ことで、管制管理できちっとしないと、日本が買
う物量が3分の1になってしまうというような状態
だったので発動するということになりましたが、
この議会を通すときは、帝国議会はある種だまさ
れたということですね。だからそれが今回起きて
いないか、今の議会で起きていないかは心配です。

■ 公文書の重要性

菅 沼 そうですね。だから議会の中で実際、どの
ように決められていったのか、どう運用されてい
るのか、という公文書がどれぐらいしっかり作ら
れるかということがすごく大事です。例えば経済
安保法とかも、いろいろなレベルにそういう細か
いところを決める場面が政府に移されてしまっ
て、そこで公文書がしっかりできるのかとか、経
済安全保障の中でそれこそ特定秘密も絡んで、ど
れぐらい公開がされるのかという、そこが非常に
密接に絡み合っています。そういう意味では、弁
護士会としては大ざっぱな議論ではなくて、そう
いうところを緻密に、ここのところは法律で本来、
例えば共謀罪だと、先ほどご指摘いただいたよう
な、やっぱり刑罰を科すには構成要件がしっかり
と法律で決まっていないといけないというのがあ
りますから、そこが決まっていないような法律と
いうのはおかしい、あるいはそこを政令に委任す
るときに、包括的に政令に任せるというのはおか
しいとか、そういう具体的なところでしっかりと
意見を言っていくというのは大事なんですが、あ
まりにも法律をつくるピッチが速くて、ついてい
くのに必死というところです。

加 藤 総力戦下の法体系になっちゃっているとこ
ろは、公文書で今、行政文書の情報公開、公文書
管理はいいんですけれども、岡田副総理だったと
きの民主党政権下の公文書管理法の施行から、そ
のときに一番問題になって、しかもたぶんまだ自
民党に戻ったらだめだよねというのは、政官の会
合の、議案を作るときに官僚たちが自民党の役員
会とかいろいろ議員さんのところに行く事前協議
や事前審査、そこの方が実は、議会の予算委員会
なんかの準備資料を作るのよりよっぽど緊張する
らしいんですね。
　ということは、政治家と官僚が会うときの会議
録が残っているかどうかというところが大事で、
いわゆる共有文書ですね。共有文書というのは何
が大事かというと、個人が勝手に作ったのではな
くて、会議とかで審議しましたよとかいうと、基
本的には、これに赤字を入れましょうか、経産省
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はこうですね、外務省はこうですねといった点検
的に政策決定の過程というのが残るのが公文書で
す。政治家と官僚との間のレクや打合せは、何人
もいる場で使われる資料だから本来共有文書なの
ですが、なかなか開示されません。見せたくない
から、保管しない、作らない、作らせないという、
非核三原則ならぬ「公文書作らない三原則」になっ
てしまっています。これは絶望的な状況です。
　経済安保は本当にこれは日本の戦前期と同じよ
うな情報統制がまかり通るかどうかの瀬戸際です
ね。しかもこのポストに就く方は、タカ派の方が
就く閣僚ポストになってしまっているので、恐ろ
しいと思います。特に中国がというより、むしろ
中国の進んだ分野から日本がいかなる技術を学ぶ
かが今問題になっていると思うのに、中国との学
術とか学生たちの交流が非常に制限されていま
す。戦前期に、例えば商工統計などの基幹統計が
1938年以降は専門家しかもう見られなかったそ
うですが、同じことが起こりつつあるのかもしれ
ません。たぶん情報開示ができなくなるのではな
いかと思いますね。

菅 沼 それは何かすさまじい問題ですね。
加 藤 すさまじい問題です。
菅 沼 なるほどですね。これから政令などに落と

し込む作業が進んでいくので、やっぱりそういう
ところはしっかりと弁護士会でも意見を言ったり
していかないといけない。実際にはたぶん日弁連
レベルでやっていくことになるとは思いますが。

加 藤 はい。いいと思いますね。ぜひ。
菅 沼 そういうことをやっていかなくてはいけな

いなと。
加 藤 刑罰というところに関わらないと、なかな

か意見をきちっと聞いてもらえるシステムが開か
れないから、今、有識者会議レベルだと、本当に
ある種、政府が望むことを言ってくれる方しか呼
んでもらえないので、なかなかチェックが利かな
いかもしれないですね。

菅 沼 なるほど。先ほどの公文書の話に戻ります
が、加藤さんが専門にしておられる1930年代、
戦前のあの時代というのは、『天皇語録』とかそ
ういう形を含めて、いろいろな人がいろいろな文

書を私的にも残していますよね。
加 藤 そうなんです。
菅 沼 平成以降になっていくと、やっぱりそうい

うことを個人として非常に重要なポストにいた人
が残していくのだろうか、とか、ブログとかそう
いうのに残したといっても、そういう媒体で書か
れていることの価値というのはどうなのだろうと
か。加藤さんの文章などを読んでいると、本当に
よくこんな文書を見つけてきて、ああ、そこでこ
ういうふうに読み込むのかとすごく感動すること
がいろいろあるのですが、そういう文書がこれか
らの歴史を研究していくときに、このデジタル化
というのがどういう影響をもたらすと思いますか。

加 藤 おっしゃるとおり地方でも、最近もニュー
スがありましたが、終戦間際のある村で、国民義
勇隊というので、軍の階層と国民の階層がイコー
ルになってしまうような、そういう恐ろしい国民
義勇隊の編制というのが構想されたのですが、そ
のときの史料は民である村会議員さんが持ってい
ました。歴史というのは振り返ろうと思ったとき
にしか残せないので、戦争に負けるかなと思うと、

「あ、残しておこう」とか思うわけですが、今の
人はやっぱり平和がずっと続くと思うから、残し
ておく動機というものを感じないのかもしれませ
ん。逆に言うと平成大合併とか町村合併などで、
小学校等の史料など、いろいろ大事だったものが、
全部地域で捨てられていたりするのではないかと
いう行政の史料とかが出てくるというのもありま
す。
　明治、大正時代の軍人で、初代朝鮮総督の寺内
正毅は有名ですよね。あの方のひ孫さんがリタイ
アして、おじいちゃん、おばあちゃんのお家を整
理しようかということで、相続の遺産整理をする
と、寺内正毅文書が新たに出てきました。一番大
事なものはむしろ手元にあったんですね。こう
やって、娘、孫、ひ孫の世代で出てくるのもある
けれども、やっぱり日本はなかなか出てきません。
あと保存されていても、きちんと原本を取って2
つずつ作っているか。韓国の公文書館というのは
非常に優れていて、必ず2つずつ作っています。

菅 沼 そうなんですか。
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加 藤 これが日本は作られているか、ちょっと疑
問ですね。国立公文書館は収蔵数がまだ不十分、
少ないので、作っていると思います。ただ国会図
書館の憲政資料室などに入っているのは一点物か
もしれないと思いますね。

菅 沼 デジタル記録などはどうでしょう。
加 藤 デジタル、そうですよね。デジタルのもの

を、世の中に残っているものを最後まで動かしな
がら使えるようにしておく技術は、結構アメリカ、
ドイツが好きなのかな。アメリカの博物館などで
は零戦なんかもまだ整備された実機が残っていま
す。日本では私企業がオタクで、パナソニック、
東芝にしろシャープにしろソニーにしろ、いろい
ろ機械を残しておく博物館という形で初発物は
残っていますよね。だから逆に残らないのは、汎
用のコンピューターとかですよね。一般の人が
持っているようなコンピューターのレベルのとき
の媒体が一番残らないかもしれない。3.5インチ
のフロッピーなんてありましたよね。そういった
媒体で残っている歴史的資料が一番危ないのでは
ないかと思いますね。

菅 沼 逆にクラウドなどのようなものになると、
取っておこうと思えば取っておけるということで
すか。

加 藤 そうですね。そういうデータは故意に消さ
ない限り残り続けます。今のウクライナなどの映
像もそうですが、べリングキャットのような人た
ちがもらったものをしっかり確認した上で世界に
発信する。すると発信されたものはどこかで誰か
が保存しています。だから核戦争が起きても、ど
ちらかの陣営の人が保存しているのが残り得るの
かなと思います。
　ただ私はよく自民党員とか保守の人にわざと危
機的なことを言うときに、中国やロシアと日本が
敵対するときに、中国やロシアは行政文書なり個
人文書なり、日本からすれば不都合で、中国やロ
シアからすれば都合のいい文書をいくらでも取っ
ておくだろうと。彼らには無尽蔵スペースがある
からですね。日本としては、必ず自分に今都合が
よくても都合が悪くても、いわゆる日本の国益と
いうものを将来的にどっちに転んでも担保できる

ものは全部取っておかないといけないんですよと
いうことは言っています。
　これは公文書のいわゆる地政学なんですね。結
局日本は全てもう負けましたと、ODAは本当に
ひもが付いていませんでしたかといわれたとき
に、ちゃんとODAの全ての史料が残っていれば
中国に反論できるわけです。だけどそれが全部
残ってなければ、中国側がどうせ日本はひも付き
で援助してくれた国ですからなどと言ったとき
に、どう反論するかとか、やっぱり考えておくべ
きだと思いますね。近代史はやっぱり物量です。
だからドキュメントの戦いに、ヘゲモニーの握り
合いになると思います。

菅 沼 なるほど。

■ 最後に

加 藤 菅沼さんとは久々の再会でしたが、一瞬で
昔が戻りました。当時の彼女も弁護士会の会長と
しての彼女も、弁護士法第一条の「基本的人権を
擁護し、社会正義を実現」することを使命とし、「誠
実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制
度の改善に努力」する生き方という点で一貫して
いると実感しました。法律や制度のもとで生きる
人々が構成する社会は変化し続けています。その
変化を受けとめて職務に邁進するため、弁護士会
の果たす役割には極めて大きいものがあるとお話
をしていて確信しました。

菅 沼 歴史学者と法律実務家。対談をお願いした
ものの話がかみ合うのか、少し心配していました
が、事実をしっかりふまえ専門的知見を活用して
説得的な議論を行っていくという共通の土台を確
認する機会となりました。それにしても、加藤さ
んの知識の広さと深さには感服です。その一方で、
少女っぽさが変わっていないところが学生時代の
友人としては嬉しかったです。弁護士会にいただ
いたエールをしっかりと受けとめて、引き続き基
本的人権の擁護と社会正義の実現のために取り組
んでいきます。 


